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今
般
の
米
価
高
騰
下
で
生
じ
た
課
題
に
対
応
し
、
米
穀
の
備
蓄
の
運
営
を
円
滑
に
行
う
こ
と
を
通
じ
て
消
費
者
へ
の
米
穀
の

供
給
を
安
定
的
に
行
う
た
め
、
大
規
模
な
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
を
行
う
事
業
者
に
対
す
る
一
定
量
の
米
穀
の
在
庫
の
常
時
保

有
及
び
一
定
規
模
以
上
の
米
穀
の
出
荷
、
販
売
、
加
工
又
は
調
製
を
行
う
事
業
者
に
対
す
る
米
穀
の
在
庫
数
量
等
の
定
期
報
告

の
義
務
付
け
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
米
穀
の
生
産
調
整
方
針
に
係
る
規
定
の
廃
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


